
第
二
十
四
条
の
表
第
五
条
第
二
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項

第
八
十
五
条
第
二
項
又
は

第
百
十
条
第
三
項

第
百
四
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
八
十
五
条

第
二
項
又
は
第
百
十
条
第

三
項

第
六
十
一
条
第
二
項
又
は
第
七

十
六
条
第
三
項

第
八
十
五
条
の
二
第
二
項

又
は
第
百
十
条
第
三
項

第
百
四
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
八
十
五
条

の
二
第
二
項
又
は
第
百
十

条
第
三
項

第
六
十
二
条
第
二
項
又
は
第
七

十
六
条
第
三
項

法
第
六
十
三
条
第
二
項
第

三
号

法
第
百
四
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
六
十
三

条
第
二
項
第
三
号

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法

律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第

二
項
第
三
号

同
項
第
四
号

法
第
百
四
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
六
十
三

条
第
二
項
第
四
号

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二

項
第
四
号

同
項
第
五
号

法
第
百
四
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
六
十
三

条
第
二
項
第
五
号

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二

項
第
五
号

第
八
十
六
条
第
二
項
又
は

第
百
十
条
第
三
項

第
百
四
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
八
十
六
条

第
二
項
又
は
第
百
十
条
第

三
項

第
六
十
三
条
第
二
項
又
は
第
七

十
六
条
第
三
項

第
二
十
四
条
の
表
第
六
条
の
項
第
二
欄
中
「
法
第
百
二
条
」
を
「
第
百
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
欄
中

「
同
条
第
二
項
」
を
「
第
七
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
七
号

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年

法
律
第
三
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
条
第
一

項
及
び
第
七
十
二
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
八
十
五
条
第
九
項
、
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
八
十
六

条
第
四
項
、
第
百
十
条
第
七
項
及
び
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
、
保
険
医

療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
及
び
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
及
び
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
又
は
同
項
第
四
号
」
を
「
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
患
者
申
出
療
養
（
以
下
「
患
者
申
出

療
養
」
と
い
う
。）又
は
同
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

保
険
医
療
機
関
の
う
ち
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医

療
支
援
病
院
（
同
法
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
病
床
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

六
十
四
号
）
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
及
び
同
法
第
四
十
二
条
第
二
号
に

規
定
す
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。）の
数
が
五
百
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）及
び
医
療

法
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機
能
病
院
で
あ
る
も
の
は
、
法
第
七
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
険
医

療
機
関
相
互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
の
連
携
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

一

患
者
の
病
状
そ
の
他
の
患
者
の
事
情
に
応
じ
た
適
切
な
他
の
保
険
医
療
機
関
を
当
該
患
者
に
紹
介
す
る
こ

と
。

二

選
定
療
養
（
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。）に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に
お

い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
金
額
以
上
の
金
額
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
。（
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
場
合
を

除
く
。）

第
五
条
の
二
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
領
収
証
等
の
交
付
）」を
付
し
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
条
の
二
の
二

前
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
保
険
医
療
機
関
は
、
公
費
負
担
医
療
（
厚
生
労
働
大

臣
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。）を
担
当
し
た
場
合
（
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
患
者
か
ら
費
用
の
支
払
を
受
け

る
場
合
を
除
く
。）に
お
い
て
、
患
者
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
当
該
公
費
負
担

医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
係
る
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
項
目
ご
と
に
記
載
し
た
明
細
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
明
細
書
の
交
付
は
、
無
償
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
の
四
第
一
項
中
「
評
価
療
養
」
の
下
に
「
、
患
者
申
出
療
養
」
を
、「
第
五
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第

三
項
第
二
号
」
を
加
え
る
。

第
六
条
中
「
第
百
二
条
」
を
「
第
百
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中「（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）」を
削
る
。





平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報



第
十
一
条
の
表
第
四
条
第
二
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項

法
第
六
十
三
条
第
二
項
第

三
号

法
第
百
四
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
六
十
三

条
第
二
項
第
三
号

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法

律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第

二
項
第
三
号

同
項
第
四
号

法
第
百
四
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
六
十
三

条
第
二
項
第
四
号

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二

項
第
四
号

同
項
第
五
号

法
第
百
四
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
六
十
三

条
第
二
項
第
五
号

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二

項
第
五
号

第
八
十
六
条
第
二
項
又
は

第
百
十
条
第
三
項

第
百
四
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
八
十
六
条

第
二
項
又
は
第
百
十
条
第

三
項

第
六
十
三
条
第
二
項
又
は
第
七

十
六
条
第
三
項

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
又
は
同
項
第
四
号
」
を
「
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
患
者
申
出
療
養
又
は
同
項
第
五
号
」

に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
領
収
証
等
の
交
付
）」を
付
し
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
条
の
二
の
二

前
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
保
険
薬
局
は
、
公
費
負
担
医
療
（
厚
生
労
働
大
臣
の

定
め
る
も
の
に
限
る
。）を
担
当
し
た
場
合
（
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
患
者
か
ら
費
用
の
支
払
を
受
け
る
場

合
を
除
く
。）に
お
い
て
、
患
者
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
当
該
公
費
負
担
医
療

に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
係
る
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
項
目
ご
と
に
記
載
し
た
明
細
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
明
細
書
の
交
付
は
、
無
償
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
中
「
詐
欺
そ
の
他
不
正
行
為
に
よ
り
療
養
の
給
付
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
は
」
を
「
次
の

各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

正
当
な
理
由
が
な
く
て
、
療
養
に
関
す
る
指
揮
に
従
わ
な
い
と
き
。

二

詐
欺
そ
の
他
不
正
な
行
為
に
よ
り
、
療
養
の
給
付
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
以
下
「
新
療
担
規
則
」
と

い
う
。）第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
八
年
九
月
三
十

日
ま
で
の
間
、
同
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
三
条

新
療
担
規
則
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
（
以
下
「
新
薬
担
規
則
」
と
い
う
。）第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
保
険
薬
局
に
お
い
て
、
新
療
担
規
則
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
新
薬
担
規
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の

明
細
書
を
常
に
交
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
新
療
担
規
則
第
五
条

の
二
の
二
第
一
項
又
は
新
薬
担
規
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
（
診
療
所
に
あ
っ
て
は
、
当
面
の
間
）、
新
療
担
規
則
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
新
薬
担
規
則
第

四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
明
細
書
を
交
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

新
療
担
規
則
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
又
は
新
薬
担
規
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
保
険
薬
局
に
お
い
て
、
新
療
担
規
則
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
新
薬
担
規
則
第
四
条
の
二
の
二
第

一
項
の
明
細
書
の
交
付
を
無
償
で
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
新
療
担

規
則
第
五
条
の
二
の
二
第
二
項
又
は
新
薬
担
規
則
第
四
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
診
療
所
に
あ
っ
て
は
、
当
面
の
間
）、
新
療
担
規
則
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
新

薬
担
規
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
明
細
書
の
交
付
を
有
償
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。




